
請負事業体及び立木販売における災害発生報告(休業４日以上) ２５－８

１ 署 等 名 東濃森林管理署

２ 事 業 の 種 類 請負事業 (造林事業 )

３ 災 害 発 生 日 時 等 平成２５年９月２６日（木）１４時４０分頃発生

怪我の程度：左前腕挫滅創 休業見込み：１４日程度

４ 災 害 発 生 場 所 岐阜県中津川市付知 付知裏木曽国有林１４３ろ林小班

５ 契 約 相 手 方 有限会社 つけち創工社 代表取締役 牧野義則

６ 事 業 実 行 事 業 体 同 上

７ 被 災 者 年 齢 等 年齢：３３歳 性別：男 (経験年数 ３年６ケ月）

雇用区分：臨時 社会保険等加入状況：健、厚、労、雇、退

８ 従 事 作 業 森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）：伐倒作業（伐倒の支障となる灌木等の処理作業）

９ 災 害 概 況 当日被災者は、同僚６名（伐倒３名（うち被災者、現場代理人含む）、集材機運転手１名、荷掛手１

名、荷卸・造材手１名）とともに保育間伐作業に従事していた。

被災者は伐倒を行うための準備作業として、支障となる灌木等の除去作業を行っていた。

１４時４０分頃、林内地面に重なって倒れていた枯木３本が支障となり、足場の確保ができないと判断

し、中腰で手を伸ばした状態（及び腰）で、樹高３ mのシロモジを地上高１ m（直径３ cm）の地点で伐採し

たところ、チェンソーがキックバックして、被災者の左上腕外側に当たり受災した。

近くで伐倒作業に従事していた同僚２名（現場代理人含む）がただちに被災者の状況を確認するととも

に、１４時４５分現場代理人から会社へ救急車を要請した。

被災者と同僚２名は、林道（民有林林道）まで自力で歩行 (約１２０ｍ、１０分）し、林道に到着後、現

場代理人から森林管理署監督職員へ災害発生の報告を電話で行うとともに、現場代理人が運転する車両で

下山した。

１５時２０分頃、下山中の林道上で救急車と合流し、救急車両にて中津川市民病院へ搬送した。

１６時１０分頃、中津川市民病院に到着し、治療を受けた。

10そ の他特記すべき事項 ・チェンソー特別教育（安衛則第３６条第８号 平成２１年１１月１７日終了）

・防振手袋及び、切創防止用保護具は着用していた。
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